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Ⅰ はじめに 

 

 幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼児（＊１）は、

生活や遊びにおける直接的・具体的な体験をとおして、情緒的・知的な発達や社会性を養

い、人間として、社会の一員として、よりよく生きるための基礎を獲得していきます。 

 幼児が成長し自立する上で、実現や成功などの体験はもとより、葛藤や失敗などの多様

な体験をすることは大変重要です。しかし、少子化、核家族化が進行し、幼児同士が集団

で遊びに熱中したり、互いに影響し合って活動したりする機会が減少しており、質の高い

幼児期の教育・保育を提供することが大切です。 

 本区では、大田区基本構想で掲げた区の将来像を実現するため、平成 21 年３月に「おお

た未来プラン 10 年」を、平成 26 年３月にその後期計画を策定しております。その分野別

個別計画として、平成 26 年６月に「おおた教育振興プラン 2014」を策定しております。 

 一方、幼児教育については、平成 16 年７月に、「大田区における子育て支援・幼児教育

の基本的な考え方」をまとめ、平成 17 年４月に、幼児教育センターを設置しました。そし

て、平成 18 年３月に「大田区幼児教育振興プログラム」を、平成 28 年３月に「保幼小連

携接続の実践プログラム」を策定しております。 

 国では、平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」を制定し、平成 27 年４月には「子

ども・子育て支援新制度」が本格施行されました。さらに、平成 30 年４月の完全実施に向

けて、「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」及び「幼保連携型認定こども園教育・保育要

領」の改訂が平成 29 年３月に告示されました。 

 本区には、私立幼稚園、区立保育園、私立保育園等があります。幼児教育の重要性がま

すます高まっている現状を踏まえ、今後の大田区の幼児教育に共通する基本的な考え方と

具体的な取組を示すべく、大田区幼児教育振興プログラム＜改訂版＞を策定しました。 

 ＊１：本プログラムでは、幼児という言葉を「生まれてから小学校に就学する前までの子ども」と広

義にとらえています。 

 

 

Ⅱ 本プログラムの性格と位置付け 

 

（１）性格 

大田区の将来を担う子どもたちの健全な育成（生きる力）を図るため、子どもの発達

にとって重要な時期である幼児期の教育を計画的・系統的に進めるためのプログラムで

す。 

 

（２）位置付け 

本プログラムは、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領、おおた教育振興プラン 2014 を踏まえ、大田区の幼児教育に共通する基本的

な考え方を示すとともに、幼稚園・保育所及び幼児教育センターの役割、今後の具体的

な取組を示したものです。 
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＊２：幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領で示されている５領

域を【  】で示し、本プログラムとの関連がわかるように表記しました。 

おおた教育振興プラン 2014(平成 26～30年度) 

国の動き 

【学力向上アクションプラン】 【豊かな心を育むアクションプラン】 【体力向上アクションプラン】 

区の動き 

大田区幼児教育振興プログラム＜改訂版＞ 

大田区 10か年基本計画「おおた未来プラン 10年（後期）」 

（平成 26～30年度） 

【健康】 【人間関係】 【環境】 【言葉】 【表現】＊２ 

基本目標 1 

生涯を健やかに安心していきいきと暮らせる 
まち 

個別目標 1－1 

未来を拓き地域を担う子どもを、みんなで育む 
まちにします 
＜1－1－3＞未来を担う子どもたちを育てます 

 

○教育基本法（平成 18年 12月改正） 

 

○子ども・子育て関連３法 

（平成 24年８月制定） 

 

○子どもの貧困対策の推進に関する法律 

（平成 26年１月施行） 

 

○子ども・子育て支援新制度 

（平成 27年４月本格施行） 

 

○幼稚園教育要領、保育所保育指針、 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

（平成 30年４月完全実施） 

学力向上 
（遊びの中で学びと向き合う 

ことをとおして）

体力向上 

（運動遊びをとおして） 

大田区幼児教育振興プログラム＜改訂版＞の位置付け 

豊かな心 

（他の人々との関わりをとおして） 

 
 
○意欲をもって自ら学び、考え、行動する人 
○思いやりと規範意識をもち、社会の一員とし 

ての役割を果たす人 

○自らの可能性を伸ばし、未来を拓き地域を支 
える人 

 

大田区教育委員会教育目標（平成 21年６月決定） 
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Ⅲ めざす子ども像 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＊３：集団で共通の目的をもって取り組む活動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校への円滑な接続の観点から、協同的な学び（＊３）を計画的に実施し

ます。 

・ 友達と一緒に思いきり遊んだり、失敗してもあきらめず繰り返し取り組んだりす

る中で学びと向き合います。【人間関係】 

・ 様々な素材や遊具などに触れたり、身近な環境に関わったりする中で、豊かな感

情、好奇心、思考力などの基礎を育みます。【環境】 

・ 絵本を読んだり、読み聞かせを聞いたりし、絵や文から豊かな言語感覚や表現す

る力を育みます。【言葉】【表現】 

学力向上（遊びの中で学びと向き合うことをとおして） 

共に遊び 共に育ち合い 学びに向かう おおたっこ 

・友達と一緒に遊び、楽しみながら様々な体験を積み重ねる中で、考えたり、工夫し

たり、協力したりしながら主体的に行動する力を身に付ける子ども 

・互いの思いや考えなどを共有したり、自分と異なる考えに気付いたりしながら学び

に向き合い、互いに育ち合える子ども 

 

他の人々との関わりや友達との集団生活をとおして、基本的生活習慣の定着

を図り、他者と関わる楽しさや思いやりなど、人間関係の基礎を身に付けてい

きます。 

・ 同年齢や異年齢の友達と仲良く生活する中で、思いやりの心を育みます。 

【人間関係】 

・ 地域の様々な方との交流をとおして、人権の意識を育みます。【環境】 

 

豊かな心（他の人々との関わりをとおして） 

様々な遊びをとおして、健康でしなやかな体の形成・発達を促進します。 

・ 幼児期から小学校低学年に共通する「運動遊び」の効用と実践方法や、器械・器

具を使った運動につながる具体的な指導方法について、保幼小で共通認識を深めま

す。【健康】 

・ 運動と脳機能との関連性や、幼児期の運動遊びの大切さ、効用について理解を深

めるとともに、子どもの発達に即した運動遊びを計画的に取り入れた教育・保育内

容を充実させます。【健康】 

・ 運動遊びをとおして、子どもの主体性、集中力、自己調整力、表現力、社会性を

育みます。【健康】【表現】 

体力向上（運動遊びをとおして） 
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Ⅳ 基本理念 

 

１ 【健康】 －様々な遊びをとおして、健康でしなやかな心と体が形成される－ 

 

幼児期は、心や体が急速に発達していく時期です。幼児は日々の生活の中で友達と

の遊びをとおして、周りの環境に対して積極的に関わるようになり、体や運動機能の

発達が促されます。また、その中で生活習慣も身に付けていきます。このように体は

もちろんのこと、心もしなやかに成長していくためには、友達と一緒に思いきり遊べ

る場や、失敗しても、繰り返し取り組む中でやり遂げることのできる機会、様々な素

材や遊具などに十分に触れられる機会、さらにはのびのびと自然に関わることができ

る環境などが大切です。 

 

 

２ 【人間関係】 －周りの人々との関わりや友達との集団生活をとおして、他者と関

わる楽しさや思いやりなど、人間関係の基礎を身に付けていく－ 

 

幼児は、大人との信頼関係に支えられて、友達との遊びや集団生活をとおして、様々

な生活上のきまりを理解し、自ら実行できるようになっていきます。また、友達との

関わりのなかで、自分と他者の気持ちや欲求が異なることを理解し、思いやりの気持

ちや自分自身を大切にする気持ちが育っていきます。こうした態度や気持ちが培われ

ていくためには、同年齢や異年齢の友達との遊びや生活の場や時間が十分に確保され、

その中で、さまざまなトラブルや葛藤を体験しながら、互いの気持ちを思いやること

や約束を守ることの大切さを感じるような関わりが必要です。 

また、高齢者など地域の人々に親しみをもち、人と関わることの楽しさや人の役に

立つ喜びを味わうことができる体験も大切です。 

 

 

３ 【環境】 －自然などの身近な事象への興味や関心を育て、好奇心や探究心を発揮

し学びに向かう力や創造する力などが培われる－ 

 

幼児期は本来、好奇心や探究心が旺盛で、自らすすんで身近な環境に関わろうとす

る時期です。様々なものに触れて気付いたり、発見したり、考えたり、試したりする

ことで、豊かな感情、好奇心、思考力などの基礎が培われます。幼児が様々なものに

十分に関わって遊び、驚きや感動など心をゆり動かす体験をするためには、幼児の生

活する環境に自由に触れられる自然や、親しみを感じられる様々な人々や事物が存在

することが必要です。また、それらと関わりながら、自分たちの生活とのつながりに

気付き、感謝の気持ちや生命を尊重する気持ちも育っていきます。 
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４ 【言葉】 －日常生活の中で言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いた

りする態度や言葉に対する感覚を養う－ 

 

幼児期の言葉は、身近な人との関わりをとおして少しずつ獲得されるものです。自

分なりの言葉で表現したときに、相手が応答することにより話そうとする意欲が高ま

り、また、自分の話を聞いてもらうことにより、人の話も聞こうとするようになりま

す。温かな人間関係の中で、自分の話したことが伝わる喜びや、相手の話を聞いてわ

かる喜びなどを経験することは、言葉で表現する力や言語感覚を培うことにつながり

ます。      

このように、幼児が言葉に興味や関心をもち、豊かな表現力を身に付けるためには、

幼児が友達との遊びの中でやりとりする楽しさを味わえるように支援することが大切

です。また、言葉の音としての美しさやおもしろさに接したり、絵本や物語などに触

れて想像したりし、イメージを豊かにすることが必要です。 

 

 

５ 【表現】 －多様な体験を通じて豊かな感性を育て、創造性を豊かにする－ 

 

幼児期の豊かな感性や表現する力を育てるには、まず、幼児が興味や関心をもって

身近な環境に主体的に関わり、心がゆり動かされる感動体験を積み重ねていくことが

必要です。幼児は、様々な体験の中で感動したことなどを伝えるために、自分なりに

考え工夫して表現する経験を重ねることで、感性が豊かになり、表現力が育っていき

ます。幼児が表現しようとする意欲をもち、表現する楽しさなどを感じることが重要

であり、その充実感が創造性を豊かにしていきます。こうした幼児の表現する楽しみ

や意欲を十分に発揮させるためには、自分なりに感じたイメージを素直に表現できる

遊具や用具、素材などがあること、さらには共感してくれる大人や友達がいることな

ども必要です。 
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Ⅴ 基本的な考え方と具体的な取組 

 

 大田区幼児教育振興プログラム＜改訂版＞の「めざす子ども像」や「基本理念」を実現

するために、幼稚園・保育所、家庭、地域や関係機関などが連携し、各園・各機関等の実

情を踏まえた上で、次のような具体的な取組を行います。 

 

１ 幼稚園・保育所の教育内容の充実 【健康】【人間関係】【環境】【言葉】【表現】 

基
本
的
な
考
え
方 

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に

基づき、幼児期にふさわしい遊びや生活を充実させ、調和のとれた心と体を育成

することが必要です。生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期である

幼児期において、育てておくべきものを見失わないように幼児教育を推進してい

きます。 

また、「生きる力の基礎」を育成するためには、幼児と保育者の信頼関係のもと

で、幼児が自分の思いを十分に表現できるようにするなど、教育内容の充実を図

ることは何より大切です。加えて、幼児の体験活動を豊かにするためには、施設

や環境の整備、教材研究に努めることも必要となります。そして、ＰＤＣＡサイ

クル（＊４）を取り入れて実践を振り返り、教育・保育の質の評価を適切に行い、

実践に生かすことも大切です。 

具
体
的
な
取
組 

（１）教育課程・保育課程、指導計画の充実 

 ア 幼稚園・保育所では、幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認

定こども園教育・保育要領を基に教育課程・保育課程を編成し、幼児の発達

や地域の特色に応じた指導計画の作成を推進します。 

 イ 幼稚園・保育所においては、教育内容、指導方法及び教育・保育環境につ

いて積極的に自己点検・自己評価を行い、指導力の向上につなげていきます。 

（２）教育・保育内容や形態の工夫 

 ア 個に応じたきめ細かな指導を図るため、必要に応じてティーム保育（＊５）

を実践に取り入れます。 

 イ 小学校への円滑な接続の観点から、協同的な学びを計画的に実施します。 

（３）体系化された運動遊びの促進 

 ア 子どもの発達に即した運動遊びを計画的に取り入れて実施するよう努め、

運動遊びをとおして、子どもの主体性、集中力、自己調整力、表現力、社会

性を育みます。 

 イ 幼児期から小学校低学年に共通する「運動遊び」の効用と実践方法や、器

械・器具を使った運動につながる具体的な指導方法などについて、幼稚園教

諭・保育士・小学校教員が共に共通認識を深めます。 

（４）自然体験・社会体験の促進 

 ア 園内に花壇や菜園を設け自然に親しんだり、飼育活動により思いやりや命

の大切さを学んだりすることのできる環境づくりに努めます。 

 イ 園外保育等による様々な自然体験・社会体験をさせるとともに、芸術や文

化等の実物に触れる活動を推進します。 

 ウ 地域にある公園等の施設を有効活用したり、地域の方と連携を図ったりし

ながら、園外での自然体験・社会体験を充実させます。 
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具
体
的
な
取
組 

（５）協同性や多文化共生に関する意識を育てる活動、伝え合う力を育む活動の

推進 

 ア 性別、能力、外見、家庭、国籍などによって人を差別することのないよう、

日々の教育・保育をとおして、子どもたちに人権の意識を育てる活動を推進

します。 

 イ 遊びの中で、自己を表現したり、友達とぶつかり合ったりする経験をとお

して、相手を受容することの大切さや、自分も他者も生き生きとするような

協同性を育てることに努めます。 

 ウ 自分の思いが素直に表せ、友達の話や考えが自分のものとして受け止めら

れる心や人間関係を育てるための集団づくりを進めます。 

 エ 発達に合わせて遊具などの環境構成を工夫し、集団生活や遊びの中でコミ

ュニケーション能力や社会性を育てていきます。 

（６）絵本などの児童文化財（＊６）に親しむ活動の推進 

 ア 絵本の読み聞かせや児童文化財をとおして、豊かな心情や文化に触れると

ともに、友達との共感体験を積み重ねていきます。また、絵を見て、言葉で

聞いてイメージする力を育てます。 

 イ 園内の絵本の充実を図ったり、図書館等の施設を利用したりして、読書活

動の充実を図ります。 

 ウ 保護者や絵本の読み聞かせサークルなどのボランティア活動の参加を推進

します。 

 エ 家庭での絵本の読み聞かせの大切さについて、啓発活動を行います。 

＊４：業務活動を継続的に改善する手法の一つ。Plan(計画) Do(行動) Check(評価) Action(改善)

の工程を繰り返すことで、業務改善につなげる考え方。 

＊５：一つの集団を、複数の保育者が役割を分担して保育を行う形態。 

＊６：子どもを対象とした、文化活動によってつくり出されたもののうちで、歴史的・芸術的・

学術的に価値のあるもの。例えば、絵本、児童図書、紙芝居、人形劇等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

２ 幼稚園教諭・保育士の資質向上【健康】【人間関係】【環境】【言葉】【表現】 

基
本
的
な
考
え
方 

 幼稚園教諭・保育士は、保育者としての専門的な指導力の質を高めることが重

要です。 

例えば、幼児の発達を理解し活動の場面に応じて適切に指導できることや、自

分の得意分野を伸ばすこと、保育者同士がコミュニケーションを図りつつ園全体

として教育活動を展開できる協働性、身近な地域資源を知り活動の場面に応じて

有効に活用できることなどが指導力として求められています。 

また、保育者自身が専門的な指導力の質を高めることに対し意欲的に取り組み、

すすんで様々な研修に参加するなど、自己研鑽に励む姿勢をもち続けることが重

要です。 

具
体
的
な
取
組 

（１）体系的な園内研修等の充実 

 ア 保育者の専門的な指導力の質を高めるための園内研修を計画的に実施し、

幼児期に育てておきたい力や具体的な指導方法・指導内容を明確にし、教育

実践に生かします。 

イ 子どもたちの課題に基づいた研修を開催し、参加した保育者が各園での教

育実践の充実を図ることができるよう努めます。 

（２）専門的な研修や交流事業の推進 

 ア 幼稚園教諭・保育士の合同研修会や、運動遊び指導のリーダーを養成する

研修などを開催し、専門的な知識を得たり、視野を広げたりしながら、幼稚

園教諭・保育士の教育実践につなげます。 

 イ 年間をとおしてテーマを設定した上で継続的に行う研修や、グループ討議

形式の研修、キャリア（新任、中堅、管理職）や課題に応じた研修等、多様

なスタイルの研修を工夫し、保育者同士の学びを深め合う機会を大切にしま

す。 

（３）子育てを支援するための研修 

 ア 関係機関と連携して、カウンセリングマインド（＊７）を高めるなど、保

護者の子育てを支援するための研修を工夫し、充実を図ります。 

   ＊７：保護者の気持ちを受け止め、援助できる力。 
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３ 地域に根ざした幼稚園・保育所づくりの推進【人間関係】【環境】【表現】 

基
本
的
な
考
え
方 

 地域に根ざした幼稚園・保育所づくりを推進するためには、地域にある「もの・

人・こと」を活用することが大切です。 

 例えば、幼児が地域に出て様々な人と交流したり、施設・設備を使ったり、自

然と触れ合ったりすることで、地域のよさに気付き、愛着をもつことにつながり

ます。 

 このような教育活動の充実を図るためには、地域の信頼を得ながら、幼稚園・

保育所の教育活動やその成果などを積極的に情報発信するとともに、外部からの

意見や評価を反映させることが必要です。さらには、幼稚園・保育所の教育活動

などをとおして、地域の人々に幼児教育の重要性について理解を得ることや、地

域の子育て支援の力となる人材を育成することも、これからの幼稚園・保育所に

求められている役割の一つです。 

 地域の人々が、幼稚園・保育所と関わっていくことは、地域と幼稚園・保育所

との結び付きを強め、地域における幼児教育の取組を活性化することにつながり

ます。 

具
体
的
な
取
組 

（１）地域と共に行う教育活動の推進 

 ア 幼稚園・保育所は、地域の中で幼児が安全で安心して遊べる場としての役

割を果たせるよう、安全に配慮しながら地域に開かれた園づくりを推進しま

す。 

 イ 祭りなどの地域行事を教育活動に取り入れたり、自治会・町会や地域のボ

ランティア、文化サークルなどと連携したりし、地域のよさに気付かせ、地

域と共に子どもを育てる教育活動を推進します。 

 ウ 園外での遊びや行事などを実施する際、小学校等の校庭や施設などを有効

に活用し、幅広い教育活動の実現をめざします。 

 エ 地域の障がい者や高齢者と触れ合い、様々な交流の機会を大切にした教育

活動を推進します。 

（２）地域人材の協力体制づくりの推進 

 ア 地域の人々と共に研修会や講演会等を開催したり、地域の人々が園内活動

に参加したりする機会を設けます。 

 イ 幼児教育に関わるボランティア活動を受け入れ、様々な世代が幼児と接す

る体験の場を提供します。 

 ウ 幼児に安全な環境を提供するため、行政・警察・地域が一体となった安全・

危機管理体制の構築に努めます。 
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４ 特別支援教育の推進【人間関係】 

基
本
的
な
考
え
方 

 障がいなどにより支援や配慮が必要な幼児とその保護者に対しては、乳幼児期

から教育・医療・保健・福祉などが一体となって支援を行うことが重要であり、

そのための一貫した相談・支援体制を整備することが必要です。 

 支援や配慮が必要な幼児に対して、小学校などにおける教育的な支援の取組に

つながるように、幼稚園・保育所においても、特別支援教育に関する研修などを

充実させ、適切な教育活動を行っていくことが求められています。 

また、互いに個性やよさを尊重し認め合うような幼児の集団づくりが基盤とな

りますが、集団生活における様子などから、配慮を要する幼児やその保護者への

支援も重要です。 

具
体
的
な
取
組 

（１）特別支援教育の充実  

 ア 幼児の発達や障がいの状態に応じた指導や、個別の配慮が必要な幼児への

支援の充実を図るために、幼稚園教諭・保育士が特別支援教育についての理

解を深める研修を実施します。 

 イ 合理的な配慮（＊８）の視点を踏まえながら、教育・保育の環境整備を進

めます。 

 ウ 必要に応じて園内研修を実施し、臨床心理士や幼児教育相談員などの助言

を活用しながら、より一層の支援の充実を図れるよう努めます。 

（２）支援体制の充実 

 ア 特別な支援が必要な幼児に対して、幼稚園・保育所での支援体制の在り方

の検討を進めます。 

 イ 関係機関と連携しながら、障がいのある子どもへの療育、援助、相談、就

学などの一貫した特別支援教育の体制づくりの確立に努めます。 

 ウ 支援の連続性を図るために、幼稚園・保育所・小学校・児童館へ保幼小地

域連携協議会への参加を働きかけ、個別の教育支援計画などを活用しながら、

幼稚園・保育所と小学校との連携を推進します。 

 エ 電話相談、来室相談、幼稚園・保育所への訪問相談などを行い、専門家や

幼児教育相談員による相談業務を実施します。 

   ＊８：障がいの有無にかかわらず、一人一人が過ごしやすい環境を実現するために必要な配慮の

こと。 
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５ 幼稚園・保育所と小学校・中学校との連携の推進【健康】【人間関係】【言葉】【表現】 

基
本
的
な
考
え
方 

 幼児期は、遊びや身近な人との関わりをとおして、考えたり、試したり、工夫

したりしながら、自発性や自主性を育て、学びに向き合うことが大切です。それ

が、小学校への学習の芽を育てることにつながります。「子どもの発達や学びの連

続性」の観点から、幼稚園・保育所と、小学校・中学校との連携を推進していく

必要があります。そして、幼児期から学童期に円滑な指導や支援が行われるため

には、幼稚園・保育所と小学校とが十分に意見交換をし、課題や情報を共有する

よう努めることが重要です。 

 また、地域の身近な人と親しみ、関わりを深める中で、幼児は豊かな人間関係

を築き、思いやりの心が育っていきます。そのためには、区内すべての幼稚園・

保育所が小学校と交流できるようにし、児童・生徒が幼稚園・保育所で幼児と交

流することが大切です。 

具
体
的
な
取
組 

（１）幼児教育と小学校教育との相互理解 

 ア 保幼小連携合同研修会やスタートカリキュラム研修を実施し、幼稚園・保

育所でのアプローチカリキュラム（＊９）、小学校でのスタートカリキュラム

（＊10）のよさを生かしながら、幼児教育から小学校教育への連続性がある

適切な指導を推進します。 

 イ 区立小学校第１学年への支援活動を行いながら、幼児教育から小学校教育

へとつながる教育内容、指導方法の調査・研究を進めます。 

（２）幼稚園教諭・保育士と小中学校教員との交流促進 

 ア 幼稚園・保育所と小学校とが継続した交流・連携を行い、保幼小の一貫し

た展望をもって互いの教育内容が理解し合えるような体制づくりに努めま

す。 

 イ 小中学校教員が幼稚園・保育所での教育・保育体験を行ったり、幼稚園教

諭・保育士が小学校・中学校における公開授業を参観したりする体制づくり

に努めます。 

ウ 幼稚園・保育所、小学校・中学校、児童館、特別支援学校等が連携し、一

人一人の子どもの課題について共通理解を図ります。 

（３）地域の幼稚園と保育所との交流促進 

 ア 幼稚園・保育所の教職員間の交流をとおして、教育・保育内容や子育て支

援等についての情報交換ができる体制づくりを進めます。 

 イ 幼稚園と保育所との子ども同士の交流活動をとおして、豊かな人間関係を

育む体験の機会をつくる活動を推進します。 

（４）幼児・児童・生徒の交流活動の促進 

 ア 幼稚園・保育所の行事や小学校における学校行事、小・中学校での生活科、

総合的な学習の時間などを活用した交流活動を継続的に実施し、豊かな人間

関係の構築に努めます。 

イ 中学生の職場体験や夏季休業期間等での高校生などのボランティア活動を

とおして、幼児と生徒・学生との触れ合う機会をつくり、豊かな人間関係を

育みます。 

   ＊９：幼児期の学びを小学校教育につなげられるように編成した幼児教育終了前のカリキュラム。 

   ＊10：小学校に入学した児童が、スムーズに学校生活を送ることができるように編成した入学当

初のカリキュラム。 
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６ 家庭や地域に対する子育て支援の充実【人間関係】 

基
本
的
な
考
え
方 

少子化・核家族化によって、生活の中で小さい子どもとの関わりが少なくなっ

たことから、子育てに不安を抱えている保護者が増えています。このような観点

から、保護者が家庭教育の重要性を認識し、教育・保育の情報を適切に生かしな

がら心にゆとりをもった子育てができるよう、家庭教育を支援することが必要で

す。 

 そのためには、幼稚園・保育所が中心となり、未就園児の保護者を含めて、家

庭や地域の子育てを支援するための具体的な取組が求められています。保護者同

士が気軽に集うことができる機会を設けたり、子育てについて話し合う場を充実

させたりすることが必要であるとともに、保護者が自信をもって子どもに関わり

子育てを行うことができるよう、保護者の自主的な活動などに対して支援すると

いう考え方も重要です。 

 幼稚園・保育所で実施される家庭教育支援が定着することによって、保護者を

はじめ、地域の大人が子どもを慈しむ気持ちや、子どもの尊厳を大切にしながら

一人一人の育ちを支えていこうとする意識を高めることにつながっていきます。 

具
体
的
な
取
組 

（１）保護者や地域の人々への子育て支援の充実 

 ア 保護者が気軽に相談したり園生活などを参観したりできる体制を整備します。 

 イ 未就園児などに園庭、園舎を、親と子どもの育ちの場として提供します。 

 ウ 子どもの発達に応じた子育てに関するイベントや講演会を実施します。 

（２）保護者同士や地域との輪づくり 

 ア 保護者会で他の子どもと触れ合う機会をつくり、保護者同士が交流できる

場をつくることを進めます。 

 イ 幼稚園・保育所が開催する行事をとおして、親子で運動遊びを行ったり料

理体験をしたりするなど親子が一緒に楽しく参加できる活動を工夫し、家庭

教育支援の充実を図ります。 

 ウ 幼稚園・保育所だよりやホームページなどをとおして、子育てに関する情

報を発信します。 
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Ⅵ 本プログラムにおける幼児教育センターの役割 

 

事 業 名 内    容 対応する取組 

１ 幼稚園教諭・保育士の資質向上のための研修 

幼稚園教諭・保育士合同 

研修会 

幼児教育機関の教職員同士が交流しながら、資質

向上のための研修を実施することで、区内全体の

幼児教育の充実を図る。 

２ 

公開保育研究協議会 

幼児教育の実践のために有用なテーマで園内研

修を行う場合に、幼児教育センターが開催園と連

携しながら支援を行う。 

２ 

特別支援教育エリアネットワーク 

研修会  

※指導課共催 

エリア内の関係諸機関及び関係者の専門性を生

かし、障がいのある児童・生徒の特別な教育ニー

ズに応じた研修会を行う。 

２・４ 

２ 保幼小中の連携・接続・交流 

幼児教育機関連絡協議会 

（年２回開催） 

各幼児教育機関の代表が集まり、大田区における

幼児教育に関する施策の円滑な展開を図るため、

幼児教育振興施策などについて協議する。 

１・３・５ 

保幼小地域連携協議会 

（９ブロック 14グループ） 

各地域における保育者と小学校教員との間で、就

学する子どもたちの学習環境・教育環境の整備を

図るため、協議等を通じて情報交換を行う。 

３・５ 

保幼小連携合同研修会 

（９ブロック） 

幼稚園教諭、保育士、小学校教員でグループを組

み、アプローチカリキュラムやスタートカリキュ

ラムについて協議する。 

１・２・５ 

交流活動へのコーディネート 
区内の幼稚園・保育所と小・中学校の交流活動を

コーディネートする。 
３・５ 

３ 運動遊び実技研修 

幼児期運動指導（運動遊び指導） 

リーダー保育者養成研修 

（集合研修） 

子どもの発達と運動の効用、幼児期の効果的な運

動指導の方法について理解を深める研修を実施

し、幼児期の運動指導者のリーダーを養成する。 

１・２ 

幼児期運動指導（運動遊び指導） 

リーダー保育者養成研修 

（フォローアップ研修） 

集合研修を修了した運動指導リーダー保育者が、

幼稚園・保育所において、公開保育、協議会を実

施し、保育実践の充実を図る。 

１・２ 

保幼小連携運動遊び指導者 

研修会 

※指導課共催 

幼児期から小学校低学年に共通する「運動遊び」

の効用や実践方法などについての研修を実施し、

幼稚園・保育所の「運動遊び」を小学校の運動指

導につなげていく。 

５ 

４ 家庭・地域への教育の支援 

家庭教育支援講座 

保護者が教育情報を適切に生かしながら、心にゆ

とりを持った子育てができるよう、親子で楽しめ

る講座を実施し、家庭教育の支援を行う。 

６ 

幼児教育相談 

電話相談・来室相談・訪問相談の実施や、私立幼

稚園向けに訪問相談における臨床心理士の同行

を行う。 

４・６ 

生活規範意識向上講座 

※指導課共催 

各教育機関の教職員及び保護者が課題や情報を

共有し、共通認識を深めることで幼児期からの一

貫した道徳性、規範意識の向上を図る。 

 

６ 
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事 業 名 内    容 対応する取組 

５ 幼児教育の課題解決に向けた調査・研究 

質の高い研修会・講座に向けて

の検証 

研修会や講座後に参加者から寄せられるアンケ

ートの評価から、達成状況や取組の適切さについ

て検証する。 

２ 

幼児教育センターによる調査

研究活動 

(小学校第１学年支援活動） 

幼児教育センター所員が小学校 1年生の学級支援

に携わりながら、就学前教育から小学校教育への

円滑な接続を図る指導の工夫について考察する。 

１・４ 

６ 私立幼稚園・私立保育園等との連携 

私立幼稚園などへの相談・助言 
私学行政担当による私立幼稚園などへの実地調

査に同行し、必要に応じて相談・助言を行う。 
１ 

私立幼稚園・私立保育園等への

研修への参加の働きかけ 

私立幼稚園・私立保育園等に幼児教育センター主

催の研修案内を送付し、参加を働きかける。 
１・２ 

 

Ⅶ  本プログラムに関わる関係機関等 

 

〔大田区〕 

教育委員会事務局 教育総務部 

・ 幼児教育センター ………………（５７４４）１６１８  

（幼児教育相談) …………………（５７４８）１２０１(教育センター内) 

・ 教育総務課 私学行政担当 ……（５７４４）１６１９  

・ 教育センター（就学相談）………（５７４８）１２０２  

 

  こども家庭部  

・ 子育て支援課 ……………………（５７４４）１２７２  

・ 子ども家庭支援センター ………（５７５３）１１５３  

・ 保育サービス課 …………………（５７４４）１２７９  

 

 保健所   

・ 大森地域健康課 …………………（５７６４）０６６１  

・ 調布地域健康課 …………………（３７２６）４１４５  

・ 蒲田地域健康課 …………………（５７１３）１７０１  

・ 糀谷・羽田地域健康課 …………（３７４３）４１６１  

 

福祉部 

・ こども発達センターわかばの家  （３７５７）７７６１ 

・ わかばの家分館 …………………（３７６８）６０７６ 

・ わかばの家分室 …………………（３７５７）７７６１ 

 

〔東京都〕 

品川児童相談所 …………………………（３４７４）５４４２ 
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Ⅷ おわりに 

 

幼児教育について、国は現在、「子ども・子育て支援新制度」のもと、幼保連携型認定

こども園などへの制度改善などを進めています。具体的には、質の高い幼児期の教育・

保育を提供するための幼稚園・保育所と小学校等との連携による取組の推進、幼稚園教

諭及び保育士等に対する研修の充実等による資質の向上などを首長部局と教育委員会と

が連携・協力して進めていくことを求めているとともに、教育委員会の積極的な関与を

期待しています。 

このような状況のもと、本プログラムを 10 年ぶりに改訂しました。この間、幼児教育

に関わる諸状況は大きく変わりました。そこで、改めて本区の幼児教育がめざす子ども

像を「共に遊び 共に育ち合い 学びに向かう おおたっこ」と設定し、幼児教育の基本的

な考え方と具体的な取組を整理し直しました。本区の幼児教育に関わる全ての関係者に

おかれましては、本プログラムの内容を踏まえていただき、より質の高い幼児教育を実

践してくださいますようお願いいたします。 

  本プログラムの改訂にあたっては、委員長の東京大学大学院教授 秋田 喜代美先生、

副委員長の聖徳大学教授 小田 豊先生をはじめとした、多くの委員の皆様からご意見

ご助言をいただきました。心よりお礼を申し上げます。 
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役 職 氏  名 所       属 

委 員 長 秋田 喜代美 東京大学大学院 教育学研究科 教授 

副 委 員 長 小 田  豊 聖徳大学 児童学部 児童学科 教授 

委 員 松 田  徹 生 公募委員 

委 員 齋 藤  香 織 公募委員 

委 員 秦  健 児 公募委員 

委 員 江 尻  雅 樹 大田区私立幼稚園代表 学校法人丹尾学園理事長 

委 員 三 浦  直 樹 大田区私立保育園代表 そらのいえ保育園長 

委 員 水 井  靖 大田区教育委員会事務局 教育総務部長 

委 員 後 藤  清 大田区こども家庭部長 

委 員 相 川  哲 也 大田区立小学校長会代表 山王小学校長 

委 員 桜 井  公 江 大田区立保育園代表 志茂田保育園長 
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平成 29 年３月発行 

 

大田区幼児教育振興プログラム＜改訂版＞ 

 

発 行 大田区教育委員会事務局 

教育総務部 幼児教育センター 

所在地 東京都大田区蒲田５－37－１ 

ニッセイアロマスクエア５階 

電 話 03(5744)1618(直通) 



 

 


